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令和３年度答申第３５号 

  令 和 ３ 年 ９ 月 ９ 日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第２５号（令和３年７月３０日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 中小企業退職金共済法１０条５項に基づく退職金減額認定処分に関す

る件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当とはいえない。 

 

理     由 

第１ 事案の概要 

本件は、Ｐ社（以下「本件会社」という。）が、中小企業退職金共済法（昭

和３４年法律第１６０号。以下「中退共法」という。）１０条５項の規定に基

づき、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）の退職金を減額して支給

することの認定申請（以下「本件申請」という。）をしたところ、厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、本件申請を認定する処分

（以下「本件認定処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服

として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

（１）中退共法１０条１項は、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機

構」という。）は、被共済者（事業主が機構との間で締結した退職金共済

契約（事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇

用する従業員の退職について退職金を支払うことを約する契約をいう。以

下同じ。）に基づき、機構がその者の退職について退職金を支給すべき者
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をいう。以下同じ。）が退職したときは、その者に退職金を支給すると規

定し、同条５項は、被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、か

つ、共済契約者（退職金共済契約の当事者である事業主をいう。以下同

じ。）の申出があった場合において、「厚生労働省令で定める基準」に従

い厚生労働大臣（処分庁）が相当であるとの認定（以下「退職金減額認定」

という。）をしたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、

退職金を減額して支給することができると規定している。 

（２）上記（１）の「厚生労働省令で定める基準」（以下「退職金減額の認定

基準」という。）については、中小企業退職金共済法施行規則（昭和３４

年労働省令第２３号。以下「中退共規則」という。）１８条は次の各号の

とおりとすると規定し、同条１号には「窃取、横領、傷害その他刑罰法規

に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信

用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。」が掲げられてい

る。 

そして、中退共規則は、退職金減額の手続について、次のとおり規定し

ている。 

ア 共済契約者は、退職金減額認定を受けようとするときは、被共済者の

退職事由が退職金減額の認定基準に該当するものであることを明らかに

した退職金減額認定申請書を処分庁に提出しなければならない（中退共

規則２１条１項）。 

イ 共済契約者は、退職金減額の申出をするときは、退職金減額の理由と

なる退職事由、減額すべき額等を記載した退職金減額申出書に退職金減

額認定があったことを証する書類を添付して機構に提出しなければなら

ない（中退共規則２０条１項）。 

ウ 機構は、退職金の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約

者及び被共済者に通知しなければならない（中退共規則２０条２項）。 

エ 退職金の減額は共済契約者が申し出た額によって行う。ただし、機構

は、その減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、その額を

変更することができる（中退共規則１９条１項、３項）。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件事案の経緯は以下のとおりである。 

（１）本件会社は、一般建設業を営む会社である。審査請求人は、平成３年１

月９日、本件会社に雇い入れられ、平成３０年８月２１日以降、本件会社



3 

 

の常務執行役員工事部部長兼担当営業部長の地位にあった。 

（本件会社の業務内容、労働者名簿、審査請求人の名刺） 

（２）本件会社は、令和元年８月３１日付けで、審査請求人は本件会社の就業

規則５章２５条（服務心得）⑩「社員は職務上の地位を利用し私的取引を

なし、金品の借入または手数料、リベートその他金品の収受もしくは接待

など私的利益を得てはならない。」に違反し、７章３３条（懲戒解雇）⑦

「職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをう

ける等、自己の利益を図ったとき」及び⑧「会社の許可なく業務上金品等

の贈与を受けたとき」に該当するとして、懲戒解雇（重責解雇）に処し、

これにより審査請求人は退職した。 

（解雇予告通知書、就業規則、雇用保険被保険者離職証明書） 

（３）共済契約者である本件会社は、令和元年９月２日、中退共規則２１条１

項の規定に基づき、処分庁に対し、被共済者である審査請求人については、

その退職が審査請求人の責めに帰すべき事由によるものであり、退職金を

減額して支給することが相当である旨の認定申請（本件申請）をした。 

（退職金減額認定申請書） 

（４）機構は、令和元年９月１８日、審査請求人からの退職金請求書を受け付

けた。 

（退職金の支給について（ご通知）） 

（５）処分庁は、令和２年２月１７日付けで、本件会社に対し、中退共法１０

条５項の規定に基づき、審査請求人については、その退職が審査請求人の

責めに帰すべき事由によるものであり、退職金を減額して支給することが

相当であると認定する処分（本件認定処分）をした。 

（退職金減額認定書の認定欄） 

（６）本件会社は、令和２年２月２７日、中退共規則２０条１項の規定に基づ

き、機構に対し、本件被共済者の退職金の減額割合を１００分の８０とす

るとの申出をした。 

（退職金減額申出書） 

（７）機構は、令和２年３月２３日、中退共規則２０条２項の規定に基づき、

上記（４）の退職金の請求に対し、上記（６）の申出を相当と認め、審査

請求人の退職金を１００分の８０減額して支給することを決定し、その旨

を審査請求人に通知した。 

（退職金の支給について（ご通知）） 
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（８）審査請求人は、令和２年４月２２日、審査庁に対し、本件認定処分を不

服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（９）審査庁は、令和３年７月３０日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

（１）審査請求人が本件会社の取引業者から金員を受領していた事実はある。

しかし、かかる金員は、取引業者が、本件会社から請負工事の対価として

受領していた金員の中から、次回以降の工事を受注するために審査請求人

に渡していたものである。審査請求人は、本件金員を本件会社の元請業者

に対する接待費用などの営業活動に使用していたのであり、自己のものに

していたという事実はない。審査請求人は、厚生労働事務官からの電話聴

取においても「自己のものにした」ことはないと回答している。 

審査請求人に係る懲戒解雇事由のうち、審査請求人が取引業者の金員を

受領したという事実以外については、これを認めるに足りる証拠が存在し

ないにもかかわらず、処分庁は懲戒解雇事由が存在すると認定しており、

事実認定に誤りがある。 

（２）審査請求人が取引業者から受領していた金員の原資は、取引業者が請負

契約に基づき本件会社から受領した金員であり、これを取引業者から受領

することは、本件会社との関係で「横領」には当たらないことは明らかで

ある。 

さらに、取引業者は、本件会社から仕事を受注できることを期待して審

査請求人に金員を交付していたのであるから、当該金員を審査請求人の営

業活動に使用することは、取引業者との関係で「横領」に当たらないこと

は明らかである。 

また、取引業者は自己の便宜のために金員を審査請求人に渡していたの

であり、このような経緯で審査請求人がこれを受領することは、「窃取」、

「傷害その他刑罰法規に触れる行為」に該当しないし、審査請求人の行為

がこれらに該当する他の証拠はない。 

なお、懲戒解雇事由に含まれている「脅し行為で業者から集金していた」

ことは、恐喝に該当し得るものの、その証拠は一切存在しない。 

以上のとおり、「窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為」に該
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当すると認めるに足りる証拠は一切ないにもかかわらず、処分庁は、懲戒

解雇事由が中退共規則１８条１号に該当すると認定しており、証拠に基づ

かない違法な認定・判断である。 

（３）中退共規則１８条１号は、退職金減額の認定について、当該企業に重大

な損害を加えたことを要件としているが、審査請求人が受領した金員は、

取引業者が請負契約に基づき本件会社から受領して資産となっている金員

であるから、本件会社に損害を与えるものでないことは明らかである。な

お、審査請求人が取引業者をして本件会社に水増し請求や架空請求を行わ

せたことはなく、その証拠は一切存在しないのであるから、この点からも

「本件会社の損害」と認定することはできない。 

審査請求人が取引業者から金員を受領していたことによって、本件会社

の名誉又は信用が著しくき損されたことの根拠となる事実も証拠も一切認

められない。 

審査請求人が取引業者から金員を受領して営業のために使用していたこ

とは、本件会社も認識しており、本件会社の職場規律を著しく乱した事実

はないし、証拠も存在しない。 

（４）以上のとおり、処分庁より示された証拠に基づくと懲戒解雇事由は存在

せず、中退共規則１８条１号に該当する事実も認められないし、少なくと

も、これを認めるに足りる証拠はない。よって、処分庁の判断は違法であ

り、取り消されるべきである。 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

退職金の減額認定に当たっては、被共済者の解雇事由が中退共規則１８条各

号に定める認定基準に該当し、中退共法１０条５項に規定する「被共済者がそ

の責めに帰すべき事由により退職」したと認められるかどうかが争点となる。 

処分庁は、審査請求人が本件会社の取引業者から少なくとも合計４３０万８

４００円の金銭を受領して自己のものにしており、「窃取、横領、傷害その他

刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しく

は信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱した」と認められることから、

審査請求人に係る懲戒解雇事由が中退共規則１８条１号に定める認定基準に該

当することを理由として、本件認定処分を行った。 

これに対して、審査請求人は、令和２年４月２１日付け審査請求書及び同年

８月７日付け反論書において、「取引業者から金員を受け取ったことは認める

が、その金員は営業活動費のために使用していたものであり、自己のものにし
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たという事実はない。解雇事由には、「脅し行為で業者から集金していた」こ

とが含まれるが、かかる行為は恐喝に該当し得るものの、証拠は一切存在しな

い。」等により、本件認定処分について中退共法１０条５項及び中退共規則１

８条の要件を満たさずに行われた違法なものであると主張している。 

しかし、この点、令和元年８月２８日付け「供述書」及び令和２年２月６日

に行われた電話聴取によれば、審査請求人は、令和元年９月９日付け「回答書」

において本件会社の主張を一部否定しているものの、「取引業者からリベート

を受け取り自己のものにしていた」事実を認めていること等が確認できる。ま

た、本件会社から提出があった取引業者への調査結果によれば、複数の業者か

ら本件会社の主張を認める証言及び裏付け資料が得られていること等が確認で

きる。 

よって、本件認定処分は、本件会社からの提出資料、審査請求人からの電話

聴取及び審査請求人の懲戒解雇に関する経緯等を総合的に判断して、審査請求

人の行為が中退共規則１８条１号に該当し、中退共法１０条５項に規定する

「被共済者がその責めに帰すべき事由により退職」したと認定して行われたも

のであり、違法又は不当な点は認められず、審査請求人の請求には理由がない

ため、棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件認定処分に違

法又は不当な点は認められず、本件審査請求には理由がないから棄却すべきで

あるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

当審査会は、令和３年７月３０日、審査庁から諮問を受け、同年８月２６日

及び同年９月２日及び同月９日の計３回、調査審議をした。また、審査請求人

から、同年８月１９日、主張書面の提出を受け、審査庁から、同月３０日、補

充の資料の提出を受けた。 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

（１）一件記録によれば、本件審査請求の受付から本件諮問までに約１年３か

月もの期間を要し、特に、審査請求（令和２年４月２２日）から審理員の

指名（同年６月２３日）までに約２か月を要するとともに、審理員意見書

の提出（同年９月８日）から本件諮問（令和３年７月３０日）までに約１

１か月を要している。行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）は、簡

易迅速な手続の下で国民の権利利益の救済を図ることを目的としている

（同法１条１項参照）から、本件審査請求の受付から本件諮問までに上記
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のような長期間を要したことは、同法の目的にもとるというほかなく、審

査庁においては、審査請求事件の進行管理を改善する必要がある。 

（２）上記（１）で指摘した点以外では、一件記録によれば、本件諮問に至る

までの一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件認定処分の適法性及び妥当性について 

（１）本件認定処分の判断枠組み 

中退共法１０条５項は、被共済者がその責めに帰すべき事由により退職

し、かつ、共済契約者の申出があった場合において、「厚生労働省令で定

める基準」に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚

生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することが

できると規定する。その趣旨は、退職金の性格に鑑み、退職する被共済者

の勤続の功労を減殺する程度の信義に反する行為があった場合には、共済

契約者の求めにより減額することができることとしたものと解される。そ

れゆえに、上記の「厚生労働省令で定める基準」としてそのような行為が

中退共規則１８条１号から３号までにおいて掲げられている（上記第１の

１）。 

そうすると、退職金の減額が相当と認定できるのは、中退共規則１８条

各号のいずれかに該当し、当該事由により退職したことが明らかである場

合というべきである。 

また、退職金の減額支給について、共済契約者からの申出に加えて厚生

労働大臣の認定にかからしめているのは、中退共法に基づく退職金は、共

済契約者の掛金の一部を国が助成し公的団体（機構）が被共済者に直接支

給するものであることを踏まえ、共済契約者の意思のみに委ねることとは

しなかったものと解される。 

（２）処分庁の調査及び判断 

ア 処分庁は、令和元年９月４日付けで、審査請求人に対し、本件会社が

申請した退職事由（①平成２７年５月から平成３１年３月までの間、業

者に水増し請求や架空請求をさせ、その代金を横領した。（判明してい

る金額の合計は４３０万８４００円）、②職務上の地位を利用し、取引

停止など脅し行為で業者から集金していた。）を認めるか否かについて

文書照会した。 

（退職金減額認定申請に係る照会について） 

イ 審査請求人は、令和元年９月９日付けで、上記ア①については「業者
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に追加請求、工事契約時に相手の利益を考え話し合った上でリベートを

受け取った」、同②については「職務上の地位を利用し業者の利益を考

え話し合って集金していた」として、本件会社が申請した退職事由（以

下「申請事由」という。）を認めないとの文書回答をした。 

（退職金減額認定申請に係る「回答書」） 

ウ 本件会社は、令和元年１１月５日付けで、処分庁の要請を踏まえ、Ａ

労働基準監督署長に提出した「解雇予告除外認定申請書」の証拠資料

（写し）を処分庁に提出した。 

（処分庁宛ての書簡（本件会社作成）、解雇予告除外認定書（Ａ労働基

準監督署長作成）、解雇予告除外認定申請書（本件会社作成）、供述書

と題する書面（本件会社作成）、Ｘ案件一覧表（本件会社作成）、協力

業者への皆様へと題する書簡（本件会社作成）、報告書及び資料（取引

業者作成）、コンプライアンスの件と題する書簡（本件会社作成）、取

引業者の証言を記録した書面（本件会社作成）、自宅待機命令書（本件

会社作成）、通告書（本件会社作成）、出社命令（本件会社作成）、解

雇予告通知書（本件会社作成）、雇用保険被保険者離職証明書（事業主

控）、お取引会社様各位宛ての通知書（本件会社作成）） 

エ 処分庁は、令和２年２月６日、審査請求人に架電し、「受け取ったリ

ベートは会社に渡すことなく自己のものとしていたのか。」と問い、審

査請求人は「そうである。」と答えた。 

（電話聴取書） 

オ 処分庁は、審査請求人が申請事由を認めている（回答書上は認めてい

ないが、聴き取りを行ったところ、リベートを受け取り自己のものとし

たことを認めている）として、提出された資料及び聴取の内容から、審

査請求人の退職事由は「窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為

により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく

棄損し、又は職場規律を著しく乱したこと」（中退共規則１８条１号）

に該当すると認定した。 

（退職金減額認定の調査内容について） 

（３）中退共規則１８条１号に該当するとの判断について 

ア 総論 

本件会社は、退職金減額の理由となる退職事由を「横領（背任）行為に

よる懲戒（重責）解雇」として認定申請（退職金減額認定申請書）し、処
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分庁は、審査請求人の退職事由は「窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触

れる行為により、当該企業に重大な損害を与え、その名誉若しくは信用を

著しく毀損し、又は職場規律を著しく乱したこと」（中退共規則１８条１

号）に該当すると判断（退職金減額認定の調査内容について）していると

ころ、認定申請書に退職事由として記載のある（業務上）横領及び背任に

ついて、審査請求人の行為がこれらに該当する可能性があるか否か検討す

る。 

イ 横領について 

横領罪の構成要件は、①委託信任関係に基づいて②自己の占有する③他

人の物を④横領することであり、「横領」とは、不法領得の意思の発現で

ある一切の行為を指すと解される。 

審査請求人が取引業者に対し水増し請求や架空請求をさせ、その代金を

横領していた（リベートを受け取って本件会社に渡すことなく、自己のも

のとしていた。）との処分庁及び審査庁の指摘に対して、審査請求人は、

上記の金銭は審査請求人の占有に属していたものではなかった、金銭の所

有権は取引業者に移転していたから本件会社のものでもなかったとして、

上記の横領罪の構成要件のうち、②（占有）又は③（物の他人性）を争う

ものと解される。 

しかし、処分庁及び審査庁は、審査請求人のどのような行為が横領罪の

どの構成要件に該当するかを具体的に検討することなく、単に審査請求人

が金銭を「自己のものにした」との認定のみをもって漫然と横領罪が成立

すると判断しているにすぎず、十分に検討したものとはいい難い。また、

本件会社の提出資料は取引業者の回答を基に作成されており、処分庁は、

本件会社の承諾を得て取引業者に対して回答内容に係る確認を行う、必要

な資料の提出を求めるなどの事実確認も実施していないから、処分庁の調

査結果は、客観的な証拠に基づいて横領罪の成立があったことを示すもの

とまではいえない。 

ウ 背任について 

審査請求人は、４取引業者から合計４３０万８４００円を受領（うち４

回は工事単価を上乗せ）したこと及び他の１取引業者から物品を受領した

ことに相違ないとした令和元年８月２８日付けの書面（供述書と題する書

面）を本件会社に対し提出している。そして、取引業者が本件会社の協力

依頼に応じて提出した書面によれば、工事単価の水増し分のバック（払戻
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し）を要求された（報告書）、物品を贈るよう求められた（報告書）、現

金を要求された（取引業者の提出書面）などと回答しており、本件会社の

工事部長兼営業部長の立場にある審査請求人が、自己の利益を図る目的で

その任務に背く行為（本件会社に取引業者に対する不要の支払いをさせ、

これを審査請求人が受け取った行為）をし、本件会社に財産上の損害を加

えたといったことも推測される。 

しかしながら、処分庁及び審査庁は、本件諮問に当たって専ら横領罪の

成立を検討するのみで、認定申請書に退職事由として記載のある背任罪の

成否について全く検討しないまま本件諮問を行っているから、検討が不十

分であるといわざるを得ない。 

エ その他の要件について 

中退共規則１８条１号は、「刑罰法規に触れる行為により、当該企業に

重大な損害を与え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律

を著しく乱したこと」を要件としているが、処分庁及び審査庁の主張にお

いては、審査請求人が取引業者から受け取ったとする４３０万８４００円

が横領又は背任により生じた損害であって、それが本件会社の「重大な損

害」に該当するか否か、あるいは、審査請求人の行為が本件会社の「名誉

若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと」に該当

するか否かなどについて、いずれも検討した形跡は見当たらず、上記の要

件についての検討が不十分であるといわざるを得ない。 

オ 小括 

以上のように、処分庁は、審査請求人の行為が横領罪に当たると漫然と

認定するのみで、同罪の構成要件の的確な分析及び当てはめも、十分な証

拠収集も行うことなく、また、認定申請書に記載のある同罪以外の類型の

刑罰法規に触れる行為（背任）の有無やその他の要件についての検討も欠

いたまま、審査請求人の行為が中退共規則１８条１号に当たると判断して

いる。そして、審査庁は、上記の処分庁の判断を安易に追認して本件審査

請求を棄却すべきとしているものであって、このような審査庁の判断は、

妥当とはいえない。 

（４）付言 

当審査会は、令和２年度答申第４３号において、退職金減額に係る制度

に起因して審査請求が客観的審査請求期間（行政不服審査法１８条２項）

を経過してされたことに関し、減額認定処分について速やかに被共済者に
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も通知されるよう、処分庁において適切な仕組みを検討することが望まれ

る旨付言した。本件審査請求では、客観的審査請求期間を経過することな

く審査請求がされているが、減額認定処分時に被共済者に対して通知がさ

れない以上、客観的審査請求期間を経過してしまうおそれは常にあるとい

える。処分庁における更なる検討が望まれる。 

なお、退職金の減額は、共済契約者が機構に減額の申出をし、原則とし

て申出のあった額によって行うものとするとされており、減額認定処分時

には行われない。しかし、共済契約者は被共済者の退職金を減額する意思

をもって減額認定を申請しているのであるから、その認定がされれば、共

済契約者は減額の申出をし退職金の減額が行われることとなる蓋然性は極

めて高いと考えられる。このため、あえて、減額が行われるまで被共済者

の不服申立ての機会を先延ばしにすることなく、減額認定処分時に被共済

者に通知し、その処分に不服がある場合には、遅滞なく申し立てることが

できるようにすることが、国民の権利利益の簡易迅速な救済に資すると考

える。また、処分庁から上記の時点で通知がされ、併せて審査請求の教示

がされるようになることは、現在はこの教示が、減額認定処分に係る処分

庁ではない機構からの通知書によってされている点の是正にもつながるも

のである。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの審査庁

の諮問に係る判断は、妥当とはいえない。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第３部会 

委   員   三   宅   俊   光 

委   員   佐   脇   敦   子 

委   員   中   原   茂   樹 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


